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主主主主    なななな    用用用用    語語語語    のののの    説説説説    明明明明 

 

１１１１．．．．保保保保険者険者険者険者 

保険者は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）と国民健康保険組合である。 

国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織する団体で、市町村が行う国民健康保険事

業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限って、都道府県知事の認可を受けて設立することができ

る。 

 

２２２２．．．．被被被被保険者保険者保険者保険者 

(1) 市町村の場合 

市町村の区域内に住所を有する者は、すべて被保険者とする。ただし、他の医療保険の被保険者である

者等は除く。 

(2) 国保組合の場合 

組合員及び組合員の世帯に属する者を被保険者とする。ただし、市町村の適用除外の事由に該当する者

及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は除かれる。 

 

３３３３．．．．国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの対象者対象者対象者対象者（（（（被保険者被保険者被保険者被保険者））））のののの区分区分区分区分 

  (1) 一般被保険者 

      国保被保険者のうち、次の(2)に述べる退職被保険者等を除いた被保険者をさす。 

なお、一般被保険者のうち、65歳以上 75歳未満である者を、前期高齢者という。 

  (2) 退職被保険者等（「退職者」と表する場合もある） 

      平成 26年度までの間において、市町村が行う国民健康保険の被保険者であって、65歳未満であり、か

つ、厚生年金保険若しくは各種共済組合の老齢又は退職を支給事由とする年金又は恩給等の受給できる者

であって加入期間が 20年以上である者又は 40歳以降の加入期間が 10年以上の者については、「退職被

保険者」として経過措置が設けられている。この退職被保険者及びその被扶養者を「退職被保険者等」と

いう。 

 

４４４４．．．．被被被被扶養者扶養者扶養者扶養者 

    被用者保険における被扶養者と同様、退職被保険者の直系尊属、配偶者、その他三親等内の親族であっ

て、退職被保険者と同一の世帯に属し、かつ、生計維持関係を有する者等である。 

 

５５５５．．．．療養療養療養療養のののの給付給付給付給付 

  被保険者の疾病又は負傷に対して、保険医療機関等（病院、診療所、薬局）から直接に診察、手術、薬

剤の支給等による医療という現物をもって給付することをいう（現物給付）。 

 

６６６６．．．．療養費療養費療養費療養費 

    療養の給付を行うことが困難な場合、緊急その他やむを得ない場合等において、療養に要した費用を被

保険者が一時支払い、事後にその費用を保険者から被保険者に現金で支給することである（現金給付）。 

   なお、海外渡航中に病気や怪我の治療を受けた場合、療養費として保険給付の対象となる。ただし、治療

を目的として出国し、治療を受けた場合は対象とならない（海外療養費。平成１３年１月１日創設）。 

 



 

 

 

７７７７．．．．入院時食事療養費入院時食事療養費入院時食事療養費入院時食事療養費・・・・入院時生活療養費入院時生活療養費入院時生活療養費入院時生活療養費 

    被保険者が、保険医療機関等で食事療養を受けたときは、平均的な家計における食費を勘案した一定額

（食事療養標準負担額）を支払い、それを費用額から除いた額を入院時食事療養費として保険者が保険医

療機関等に支払う。（入院時食事療養費） 

 また、療養病床に入院する 70歳以上 75歳未満の被保険者の生活療養（食事療養、温度、照明及び給水）

に要した費用については、平均的な家計における食費と居住費を勘案した一定額（生活療養標準負担額）

を支払い、それを費用額から除いた額を入院時生活療養費として保険者が保険医療機関等に支払う。（入

院時生活療養費）（平成１８年１０月１日創設） 

 

８８８８．．．．移送移送移送移送費費費費 

    負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により、一時的、緊急的な必要があって移送された

場合にその費用について移送費として現金を支給する。 

    

９９９９．．．．一一一一部負担金部負担金部負担金部負担金 

  被保険者が保険医療機関などから治療等を受けるときに支払う負担金をいう。なお、一部負担金は、保

険者が条例又は規約によって、その割合を減ずることができるものとされている。 

    ①一般被保険者（６歳未満）               ２割 

         （６歳から 69歳まで）        ３割 

                  （70歳以上 75歳未満）       ２割（平成 20年度から特例措置により１割） 

                  （70歳以上 75歳未満現役並み所得者）３割 

    ②退職者医療制度該当者 

                   一般被保険者に同じ。 

 

10101010．．．．高高高高額療養費額療養費額療養費額療養費 

    同一の被保険者が同一月内に同一の保険医療機関等で療養の給付を受けた場合、一部負担金の額が一定

額を超えるときに保険者からその超えた額が高額療養費として支給される。自己負担限度額は次のとおり

である。 

  ① 世帯合算において、70 歳未満の被保険者については合算対象基準額を一律 21,000 円とし、70 歳以上

75歳未満の被保険者については、全ての一部負担金を合算する。 

  ② 厚生労働大臣の指定した長期高額疾病については、負担限度額を月 10,000 円（人工透析を要する上位

所得者は 20,000円）とする。 

  ③ 表中の用語について 

ⅰ）現役並み所得者（70歳以上 75歳未満） 

      同一世帯に一定以上の所得（課税所得が 145万円以上）の 70歳以上 75歳未満の者がいる者。 

ⅱ) 低所得Ⅱ（70歳以上 75歳未満） 

      同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の者。 

ⅲ）低所得Ⅰ（70歳以上 75歳未満） 

      住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない者。 

ⅳ）上位所得者 

      同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が 600万円を超える世帯に属する者。   



 

 

   ⅴ）低所得者 

      同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する者。 

区　　分 個人単位 世帯単位
（外来のみ） （入院含む）

上位所得者
80,100円＋

現役並み （※－267,000円）×１％ 　150,000円＋（※－500,000円）×１％
所得者 　　　　　　　　（44,400円） (83,400円）

一般

　 80,100円＋（※－267,000円）×１％
(44,400円）

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円
（　）＝年４回以上高額療養費を受けた場合の４回目以降の自己負担限度額
　※＝高額療養費対象の医療費

44,400円

一　　般 12,000円

70歳以上75歳未満
70 歳 未 満

44,400円

低所得者 35,400円 (24,600円）

    

    

11111111．．．．出産育児一時金出産育児一時金出産育児一時金出産育児一時金 

    保険者は被保険者の出産に関して、市町村は条例、国保組合は規約の定めるところにより、出産育児一

時金の支給を行う。 

 

12121212．．．．葬祭費葬祭費葬祭費葬祭費 

    保険者は被保険者の死亡に関して、市町村は条例、国保組合は規約の定めるところにより葬祭費の支給

を行う。 

 

13131313．．．．老人保健拠出金老人保健拠出金老人保健拠出金老人保健拠出金 

    旧老人保健法による医療制度運営のための経費の一部を賄うため保険者が負担する経費で、「医療費拠

出金」と「事務費拠出金」からなる。 

    高齢者の医療の確保に関する法律により、老人保険制度は平成 19年度末をもって廃止されたが、概算額

の精算手続がある。 

 

11114444．．．．介護給付費納付金介護給付費納付金介護給付費納付金介護給付費納付金 

    介護給付費納付金は、社会保険診療報酬支払基金が市町村に交付する「介護給付費交付金」に充てられ

る。 

    介護給付費納付金の額は、介護保険法第９条の第２号被保険者全体が負担すべき総額を第２号被保険者の

総数で割った平均負担額に、各保険者に属する第２号被保険者の数を乗じたものとなる。 

 

11115555．．．．後期高齢者支援金後期高齢者支援金後期高齢者支援金後期高齢者支援金 

    後期高齢者支援金は、社会保険診療報酬支払基金が後期高齢者広域連合に交付する「後期高齢者交付金」

に充てられる。高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、平成 20年度から始まった。 

 

11116666．．．．前期高齢者納付金前期高齢者納付金前期高齢者納付金前期高齢者納付金・・・・交付金交付金交付金交付金 

    前期高齢者納付金は、各保険者間の前期高齢者の偏在による財政負担を調整するために、社会診療報酬

支払基金が該当保険者に交付する「前期高齢者交付金」に充てられる。高齢者の医療の確保に関する法律



 

 

の施行に伴い、平成 20年度から始まった。 

 

17171717．．．．診診診診療件数療件数療件数療件数 

   診療報酬明細書の枚数をいい、１人の患者が２ヶ月にわたって一医療機関で診療を受けた場合は２件に

なり、また、同一人が同一月に外来と入院を受診した場合や２つの医療機関で受診した場合も、それぞれ

明細書が作成されるので２件になる。 

 

18181818．．．．診診診診療費療費療費療費 

    診療（入院、入院外、歯科）に要した費用額であり、調剤、看護及び移送に関する費用は含まれない。 

 

11119999．．．．療養諸費費用額療養諸費費用額療養諸費費用額療養諸費費用額 

    療養の給付と療養費等の費用額を合算したものである。 

    

20202020．．．．診療費諸率診療費諸率診療費諸率診療費諸率 

①受診率 
          年間受診件数 
               ×100 （被保険者 100人当たり） 
    年間平均被保険者数 

           

②1件当たり日数                       ③1日当たり診療費 

年間診療日数               年間診療費 

年間受診件数               年間診療日数 
                                         

④1人当たり診療費                     ⑤1件当たり診療費 

         年間診療費                年間診療費 

    年間平均被保険者数             年間受診件数 

                 

    

21212121．．．．年間平均被保険者数年間平均被保険者数年間平均被保険者数年間平均被保険者数 

    当該年度における各月末現在の被保険者数累計を 12で除して得た数。１人当たりの諸率を算出する際、

この数で除す。 

 

※※※※    本書本書本書本書をををを参照参照参照参照するにするにするにするに当当当当たってのたってのたってのたっての留意事項留意事項留意事項留意事項 

    地方自治法施行令改正により、平成 14年度から市町村保険者における診療報酬の歳出に係る会計年度区

分が従来の４月～翌年３月（４－３ベース）から３月～翌年２月（３－２ベース）に変更された。そのた

め、本書では療養の給付については３－２ベース、療養費等は４－３ベースで算出し、年間の療養諸費費

用額としている。年間平均被保険者数については、療養の給付に合わせ、３－２ベースで算出している。 
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国民健康保険事業国民健康保険事業国民健康保険事業国民健康保険事業のののの概況概況概況概況    
 

１ 一般状況 

  山梨県の平成 23年度末における保険者は、27市町村、1国民健康保険組合である。 

世帯数は、市町村 140,087世帯、国保組合 1,662世帯、合計 141,749世帯となっており、

被保険者数は、市町村 254,940人、国保組合 2,881人、合計 257,821人となっている。世

帯数は、前年度と比べ 604 世帯、0.42％の減少となり、被保険者数は、3,754 人、1.44％

の減少となった。 

国民健康保険１世帯当たり被保険者数は、前年度と同様減少傾向にあり、0.02 人減少

している。 

 

表１ 世帯数、被保険者数の推移（年度末現在） 

            国 民 健 康 保 険 

世 帯 数 被保険者数 年度 総世帯数 総 人 口 

  前年度比   前年度比 加 入 率 

１世帯当 

たり被保 

険者数 

 

 

19 

20 

21 

22 

23 

    世帯 

330,911 

326,071 

327,418 

327,215 

328,193 

     人 

871,481 

868,667 

864,678 

858,247 

852,855 

    世帯 

181,906 

143,504 

143,204 

142,353 

141,749 

 

 99.61 

78.89 

99.79 

 99.41 

99.58 

     人 

355,182 

269,801 

266,439 

261,575 

257,821 

     

97.90 

75.96 

98.75 

98.17 

98.56 

     ％ 

 40.76 

31.06 

30.81 

30.48 

30.23 

    人 

 1.95 

1.88 

1.86 

1.84 

1.82 

 

 

 

図1　世帯数、被保険者数
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２ 収支状況 

平成 23 年度の国民健康保険特別会計については、形式収支（収支差引）は 27 保険者

で黒字、1保険者で赤字となった。 

県全体での実質単年度収支は前年度に引き続き赤字となり、黒字保険者は、28 保険者

中 7保険者だった。 

歳入総額の伸び率は、前年度比 5.3％であったのに対し、歳出総額の伸び率は 4.2％で

あり、歳入の伸び率が歳出の伸び率を 1.1ポイント上回っている。なお、保険料（税）の

収納率は、89.28％と前年度に比べ 0.45ポイント増加した。 

  

表２ 平成23年度収支状況 

収         入 支         出 

科    目 決 算 額 構成比 前年度比 科    目 決 算 額 構成比 前年度比 

保 険 料 （ 税 ） 

国 庫 支 出 金 

 事務費負担金 

 療給等負担金 

 共同事業負担金 

  調 整 交 付 金 

 その他の補助金 

療 給 交 付 金 

前期高齢者交付金 

県 支 出 金 

共同事業交付金 

繰  入  金 

繰 越 金 

そ の 他 の 収 入 

 合    計 

    千円 

24,138,015 

24,449,023 

2,941 

18,359,169 

   457,769 

 5,498,146 

    130,998 

 4,219,262 

18,646,755 

   4,295,513 

10,474,554 

 8,147,090 

 1,695,402 

 540,323 

96,605,936 

    ％ 

 25.0 

25.3 

0.0 

19.0 

0.5 

5.7 

0.1 

4.4 

19.3 

4.4 

10.8 

8.4 

1.8 

0.6 

 100.0 

    ％ 

 3.3 

- 1.1 

  - 17.2 

   -0.0 

 - 0.1 

 - 4.0 

  - 22.0 

65.4 

14.2 

- 0.1 

0.9 

- 1.9 

  8.8 

108.4 

5.3 

総 務 費 

保 険 給 付 費 

 療 養 諸 費 

   療 養給付 費 

    療 養 費 

    移 送 費 

 審査支払手数料 

 高 額 療 養 費 

 その他の給付 

保 健 事 業 費 

老人保健拠出金 

後期高齢者支援金 

前期高齢者納付金 

介 護 納 付 金 

共同事業拠出金 

そ の 他 の 支 出 

  合    計 

     千円 

1,509,725 

62,065,472 

54,979,354 

54,231,859 

742,325 

5,170 

204,630 

6,330,989 

   550,499 

   837,957 

   4,878 

11,884,345 

  90,220 

5,411,844 

 10,452,984 

2,421,718 

94,679,143 

    ％ 

 1.6 

65.6 

 58.1 

  57.3 

   0.8 

   0.0 

   0.2 

   6.7 

   0.6 

  0.8 

0.0 

  12.6 

   0.1 

5.7 

 11.0 

2.6 

 100.0 

    ％ 

- 11.0 

   2.5 

2.6 

   2.6 

1.0 

  4036.0 

   - 2.2 

  2.7 

  - 3.2 

   8.7 

  - 97.4 

  11.8 

25.1 

11.1 

  0.7 

 41.5 

   4.2 

 

収 支 差 引 額  1,926,793     － 110.7 基 金 等 保 有 額  2,839,768    －  - 17.8 

 

四捨五入のため合計が一致しない。 
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図 2 収支状況 
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３ 保険料（税）の状況 

平成 23年度における保険料（税）の現年度分調定額は、253億 706万円で、前年度と

比べ 3.0％増加した。これに対し収納額は 225億 8,923万円で、同じく 3.5％増加した。 

このため、居所不明被保険者分調定額を除いて算出した収納率は、89.28％と前年度に

比べ 0.45ポイント増加した。 

一方、１人当たりの調定額は、96,881 円で前年度と比べ 4.70％増加した。また、１世

帯当たりの調定額は、177,019円で、前年度と比べ、3.45％増加した。 

図3　現年度分調定額と収納率の推移
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図4　1世帯当たり保険料（税）の現年度分調定額の推移
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図5　1人当たりの保険料（税）の現年度分調定額
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４ 保険給付状況 

(1) 医療費（療養諸費、医療諸費） 

平成 23年度の医療費総額は、755億 8,696万円であり、内訳は、一般 709億 2,183万

円、退職 46億 6,513万円となっている。総額では前年度と比べ 2.39%、17億 6,170万

円の増加である。 

また、１人当たり医療費は、289,364円で、前年度と比べ 4.07％、11,326円増加した。

これを、一般、前期高齢者（一般被保険者の再掲）、退職の別でみると、一般 284,461

円、前期高齢者 465,177円、退職 392,094円となっている。 

 

表３ 医療費の推移 

年度 区 分 医療費 割 合 伸び率 一人当たり医療費 伸び率 

19 
全 体 

一般＋退職 

一 般 

退 職 

老 人 

132,593,809,695 

67,763,060,281 

48,267,822,509 

19,495,237,772 

64,830,749,414 

100.00 

51.11 

36.40 

14.71 

48.89 

1.74 

2.89 

0.87 

8.24 

0.57 

369,020 

244,843 

214,509 

376,749 

785,332 

3.96 

4.61 

4.61 

0.50 

4.50 

20 

全 体 

一 般 

(うち前期) 

退 職 

69,282,169,718 

63,943,836,625 

28,558,783,017 

5,338,333,093 

100.00 

92.29 

41.22 

7.71 

 

- 47.75 

31.54 

-   

- 72.62 

 

254,352 

248,073 

376,919 

365,014 

- 31.07 

15.65 

-   

- 3.11 

 

21 

全 体 

一 般 

(うち前期) 

退 職 

72,179,584,670 

68,712,109,903 

33,890,324,745 

3,467,474,767 

100.00 

95.20 

46.95 

4.80 

4.18 

7.46 

18.67 

- 35.05 

266,840 

264,226 

435,619 

331,911 

4.91 

6.51 

15.57 

- 9.07 

22 

全 体 

一 般 

(うち前期) 

退 職 

73,825,260,390 

70,321,937,992 

34,814,473,151 

3,503,322,398 

 

100.00 

95.25 

47.16 

4.75 

 

2.28 

2.34 

2.73 

1.03 

278,038 

275,761 

448,525 

333,269 

 

4.20 

4.37 

2.96 

0.41 

 

23 

全 体 

一 般 

(うち前期) 

退 職 

75,586,958,197 

70,921,829,367 

35,733,933,589 

4,665,128,830 

 

100.00 

93.83 

47.28 

6.17 

 

2.39 

0.85 

2.64 

33.16 

289,364 

284,461 

465,177 

392,094 

 

4.07 

3.15 

3.71 

17.65 

 

※ 平成20年度から老人医療制度が改正され、後期高齢者医療制度が開始した。 

※ 前期高齢者は一般の再掲 
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図6　医療費の推移
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図7　1人当たり医療費の推移
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図8　保険者別1人当たり医療費（一般被保険者）
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（円） 図8-2　保険者別1人当たり医療費（前期高齢者）
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※ 前期高齢者は一般被保険者の再掲 

 



 

- 8 - 

図9　保険者別1人当たり医療費（退職被保険者）
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(2) 診療費諸率 

平成 23 年度の１件当たり日数は、2.06 日で前年度と比べ、1.44%の減少となった。

入院は 0.5％増加したが、入院外は 1.2%、歯科は 1.8％それぞれ減少している。 

 

表４ １件当たり日数の推移  

山   梨   県 全  国 

入 院 入 院 外 歯 科 計 計 
年度 

  伸び率  伸び率  伸び率  伸び率  伸び率 

 

19 

日 

17.97 

％ 

- 0.2 

日 

1.80 

％ 

- 0.6 

日 

2.41 

％ 

- 1.2 

日 

2.41 

 ％ 

- 1.2 

日 

2.51 

 

％ 

- 1.6 

19 

20 

21 

22 

23 

16.74 

16.69 

16.66 

16.49 

16.57 

- 0.6 

- 0.3 

- 0.2 

- 1.0 

0.5 

1.70 

1.68 

1.65 

1.66 

1.64 

- 1.2 

- 1.2 

- 1.8 

0.6 

- 1.2 

2.38 

2.33 

2.30 

2.27 

2.23 

- 1.7 

- 2.1 

- 1.3 

- 1.3 

- 1.8 

2.15 

2.12 

2.09 

2.09 

2.06 

- 1.8 

- 1.4 

- 1.4 

0.0 

- 1.4 

2.22 

2.18 

2.13 

2.13 

－ 

- 1.3 

- 1.8 

- 2.3 

0.0 

－ 

 ※ 上段 老人を含む。 

 

図 10 1件当たりの日数の推移 
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平成 23年度の受診率は、930.73件で前年度に比べ 2.2％の増加となった。入院は 0.05％

減少したが、入院外は 2.1％、歯科は 3.3％それぞれ増加している。 

                                        

表５ 受診率（被保険者100人当たり受診件数）  

山   梨   県 全  国 

入 院 入 院 外 歯 科 計 計 年度 

  伸び率  伸び率  伸び率  伸び率  伸び率 

 

19 

件 

35.03 

％ 

1.2 

件 

895.85 

％ 

3.8 

件 

130.92 

％ 

1.2 

件 

1,061.79 

％ 

3.4 

件 

1,140.63 

％ 

2.0 

19 

20 

21 

22 

23 

19.96 

20.02 

20.38 

20.54 

20.53 

- 0.5 

0.3 

1.8 

0.8 

- 0.0 

716.22 

728.37 

742.49 

749.04 

764.50 

4.4 

1.7 

1.9 

0.9 

2.1 

129.35 

133.96 

137.90

141.08 

145.69 

0.4 

3.6 

2.9 

2.3 

3.3 

865.53 

882.34 

900.77 

910.67 

930.73 

3.6 

1.9 

2.1 

1.1 

2.2 

940.97 

953.48 

959.67 

954.79 

－ 

3.5 

1.3 

0.6 

- 0.5 

－ 

 ※ 上段 老人を含む。 

   

図11 受診率（被保険者100人当たり受診件数）の推移 
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図12　保険者別受診率（一般被保険者）
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図12-2　保険者別受診率（前期高齢者）
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※ 前期高齢者は一般被保険者の再掲 
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図13　保険者別受診率（退職被保険者）
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平成 23 年度１件当たり診療費は、23,885 円で前年度に比べ 0.9％の増加となった。

入院は 2.5％、入院外は 1.7%それぞれ増加し、歯科は 0.5％減少している。 

 

表６ １件当たり診療費の推移 

山   梨   県 全  国 

入 院 入 院 外 歯 科 計 計 年度 

  伸び率  伸び率  伸び率  伸び率  伸び率 

 

19 

円 

421,392 

％ 

1.1 

円 

13,781 

％ 

0.2 

円 

15,374 

％ 

- 0.7 

円 

27,423 

％ 

- 0.5 

円 

27,662 

％ 

1.6 

19 

20 

21 

22 

23 

416,747 

429,864 

445,129 

468,941 

480,740 

2.5 

3.1 

3.6 

5.3 

2.5 

12,597 

12,668 

12,872 

13,218 

13,443 

0.5 

0.6 

1.6 

2.7 

1.7 

14,851 

14,901 

14,467 

14,368 

14,301 

- 1.0 

0.3 

- 2.9 

- 0.7 

- 0.5 

22,253 

22,472 

22,897 

23,676 

23,885 

- 0.6 

1.0 

1.9 

3.4 

0.9 

22,432 

22,743 

23,074 

24,015 

－ 

1.7 

1.4 

1.5 

4.1 

－ 

 ※ 上段 老人を含む。 

 

 

図14 １件当たり診療費の推移 
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図15　保険者別１件当たり診療費（一般被保険者）

0 10,000 20,000 30,000 40,000

 道志村

 身延町

 早川町

 小菅村

 丹波山村

 上野原市

 大月市

 市川三郷町

 都留市

 韮崎市

 富士川町

 山梨市

 北杜市

 甲州市

 富士吉田市

 南アルプス市

 笛吹市

 中央市

 甲府市

 山中湖村

 富士河口湖町

 甲斐市

 南部町

 西桂町

 昭和町

 鳴沢村

 忍野村

 医師国保

県平均
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（円）

図15-2　保険者別１件当たり診療費（前期高齢者）
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県平均
24,793円

（円）

 

※ 前期高齢者は一般被保険者の再掲 
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図16　保険者別１件当たり診療費（退職被保険者）
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平成 23年度１人当たり診療費は、222,302円で前年度に比べ 3.1％の増加となった。

入院は 2.5％、入院外は 3.8％、歯科は 2.8％それぞれ増加している。 

       

表７ １人当たり診療費の推移  

山   梨   県 全  国 

入 院 入 院 外 歯 科 計 計 年度 

  伸び率  伸び率  伸び率  伸び率  伸び率 

 

19 

円 

147,593 

％ 

2.3 

円 

123,453 

％ 

4.0 

円 

20,127 

％ 

0.5 

円 

291,173 

％ 

2.9 

円 

315,523 

％ 

3.6 

19 

20 

21 

22 

23 

83,174 

86,053 

90,728 

96,331 

98,698 

1.9 

3.5 

5.4 

6.2 

2.5 

90,220 

92,268 

95,575 

99,005 

102,769 

4.9 

2.3 

3.6 

3.6 

3.8 

19,210 

19,960 

19,949 

20,271 

20,836 

- 0.6 

3.9 

- 0.1 

1.6 

2.8 

192,605 

198,281 

206,252 

215,607 

222,302 

3.0 

2.9 

4.0 

4.5 

3.1 

211,073 

216,847 

221,433 

229,297 

－ 

5.2 

2.7 

2.1 

3.6 

－ 

 ※ 上段 老人を含む。 

  

図17 １人当たり診療費の推移 
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図18　保険者別１人当たり診療費（一般被保険者）

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

 早川町

 丹波山村

 小菅村

 身延町

 道志村

 上野原市

 大月市

 市川三郷町

 富士川町

 韮崎市

 南部町

 南アルプス市

 山梨市

 甲府市

 甲州市

 中央市

 北杜市

 甲斐市

 笛吹市

 山中湖村

 富士吉田市

 都留市

 富士河口湖町

 西桂町

 昭和町

 鳴沢村

 忍野村

 医師国保

県平均
218,598円

（円）

図18-2　保険者別１人当たり診療費（前期高齢者）
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県平均
351,546円

（円）

 

※ 前期高齢者は一般被保険者の再掲 
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図19　保険者別１人当たり診療費（退職被保険者）
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(3) 高額療養費・その他保険給付診療費諸率 

平成 23年度の高額療養費（高額介護合算療養費を含む。）は、63億 2,943万円で、

前年度と比べ 1億 6,835万円、2.7％増加している。 

平成 23年度のその他保険給付は、5億 4,867万円で、前年度と比べ 1,989万円、3.5％

減少している。平成 20年度の減少は後期高齢者制度の創設に伴う葬祭費の件数・金額

の減少、平成 21年度の減少は主に出産件数の減少に伴うものである。 

平成 22年度は出産数の増加及び出産育児一時金の支給単価の増額により、減少から

増加に転じたが、平成 23年度は再び減少している。 

表８ 高額療養費・その他保険給付の推移 

高 額 療 養 費 そ の 他 の 保 険 給 付 

支   給   額 給   付   額 年度 件  数 

 伸び率 

件 数 

 伸び率 

 

19 

20 

21 

22 

23 

件 

63,201 

70,416 

83,197 

87,244 

94,824 

円 

4,706,047,143 

5,280,090,820 

5,733,847,111 

6,161,077,609 

6,329,430,260 

% 

0.5 

12.2 

8.6 

7.5 

2.7 

件 

7,279 

3,088 

2,494 

2,641 

2,517 

円 

751,435,000 

561,905,000 

509,082,264 

568,556,519 

548,666,714 

％ 

- 1.0 

- 25.2 

- 9.4 

11.7 

- 3.5 

 ※平成21年度からは、件数・支給額に高額介護合算療養費を含めて集計している。 

 

図20　高額療養費の推移
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図21　その他給付費の推移

400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000

19 20 21 22 23

年度

（千円）

 

 


